
 
 

 

令和７年４月２３日 

 

 

 

特別供給条件の認可について 

 
 

 

関東経済産業局長から、茨石商事株式会社（法人番号2050001011353）、ミラ

イフ株式会社（法人番号8030001068035）、株式会社ガスワン埼玉（法人番号

8030001160733）、株式会社ガスワン北関東（法人番号4060001037172）、京葉ガ

スリキッド株式会社（法人番号3040001017202）による特別供給条件の認可申請

に関する、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２８条第４項の規定

によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正前のガス事

業法第４７条の６の規定に基づき行われた委員会への意見聴取について、「電

気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る

審査基準等」（２０１７０３２９資第５号。その後の改正を含みます。以下単

に「審査基準」といいます。）における当該認可に係る審査基準に照らし、当委

員会として検討を行った結果、当該認可申請について、認可をすべきと考えら

れるため、別紙のとおり関東経済産業局長に意見を回答いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（別 紙） 

 

官 印 省 略 

2 0 2 5 0 4 2 2 関 東 第 2 0 号 

令 和 ７ 年 ４ 月 ２ ３ 日 

 

 

関東経済産業局長 殿 

 

 

 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 

 

 

 

特別供給条件の認可について（回答） 

 

 

 令和７年４月２１日付け 20250410 関東第 11 号により貴職から当委員会に意

見を求められた特別供給条件の認可の申請については、認可することに異存は

ありません。 

 

 

 

 

 


